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は
じ
め
に

　
『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
第
十
八　

東
大
寺
文
書
』
は
、
現
在
、
東
大
寺
図
書
館
所

蔵
の
東
大
寺
未
成
巻
文
書
の
編
纂
が
進
行
中
で
あ
る
。
東
大
寺
に
伝
来
し
た
文
書
は
、
東

大
寺
寺
外
に
も
現
存
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
東
大
寺
図
書
館
が
所
蔵
す
る
。
同
館
に
あ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
一
枚
物
」
の
古
代
・
中
世
文
書
は
、
大
き
く
「
成
巻
文
書
」「
未
成
巻

文
書
」「
宝
庫
文
書
」「
薬
師
院
文
書
（
文
書
部
）」
に
分
け
ら
れ
る（

１
）。

そ
の
中
で
も
も
っ
と

も
数
量
が
多
い
の
が
「
未
成
巻
文
書
」
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
、
複
数
紙
に
わ

た
る
文
書
が
分
散
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
続
紙
が
継
目
の
糊
ハ

ガ
レ
に
よ
っ
て
前
欠
・
後
欠
、
あ
る
い
は
断
簡
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
、
あ
る
い
は
書
状

の
封
紙
・
包
紙
、
第
一
紙
、
第
二
紙
が
泣
き
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
が
発
生
し
た
具
体
的
な
事
情
を
は
っ
き
り
示
す
記
録
は
な
い
が
、
江
戸

時
代
・
明
治
・
大
正
に
複
数
回
整
理
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら（

２
）、

そ
の
際
に
発
生
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
江
戸
時
代
に
、
泣
き
別
れ
が
発
生
し
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
れ

も
推
測
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
大
正
年
間
の
京
都
帝
国
大
学
中
村
直
勝
に
よ
る
整
理
の
際

に
、
そ
の
復
元
を
試
み
た
可
能
性
は
高
い
。
さ
ら
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
る
一

九
八
〇
年
代
の
重
要
文
化
財
指
定
の
整
理
で
は
、
明
ら
か
に
復
元
処
理
が
な
さ
れ
て
い

る（
３
）。

た
だ
し
指
定
の
方
針
に
よ
り
物
理
的
に
つ
な
ぎ
合
わ
す
こ
と
は
せ
ず
、
接
続
情
報
を

示
す
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
。『
大
日
本
古
文
書
』
編
纂
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
情

報
の
蓄
積
に
加
え
、
独
自
の
調
査
を
行
い
、
さ
ら
に
は
寺
外
所
在
分
ま
で
対
象
に
し
て
、

原
状
復
元
に
努
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
復
元
は
、
現
状
の
ま
ま
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
の
典
型
事
例
と
し
て
は
、
第
十
一
冊
第
二
一
八
号
の
嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
東
大
寺

年
預
所
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
は
小
番
号
（
一
）
〜
（
三
三
）
か
ら
な
る
。
継
目
裏
花
押
の

あ
る
文
書
断
簡
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
断
簡
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
差
出
・
宛
所
も
な

い
性
格
不
明
の
文
書
で
あ
る
が
、
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
僧
集
団
と
東

大
寺
別
当
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
文
書
と
そ
の
案
文
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
鎌
倉

末
期
の
東
大
寺
寺
院
組
織
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た（

４
）。

文
書
を
「
か

た
ま
り
」
と
し
て
見
る
こ
と
で
、
単
体
で
は
引
き
出
せ
な
い
よ
り
豊
か
な
情
報
が
引
き
出

せ
た
好
例
で
あ
る
。

　

二
〇
一
九
年
度
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
四
冊
に
お
い
て
も
、
複
数
の
復
元
を
果
た
し
た

が
、
こ
こ
で
は
、
二
一
九
九
号
と
二
二
〇
〇
号
を
例
と
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
こ
れ
は
未

成
巻
文
書
の1

－24

－388

、3

－12

－341

、1

－24

－508

の
三
点
か
ら
の
復
元
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
復
元
を
要
す
る
、
な
い
し
復
元
可
能
な
史
料
断
簡
の
あ
る
中
世
史
料
は
東
大
寺
文
書

の
み
で
は
な
い
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
東
寺
百
合
文
書
で
あ
っ
て
、
最
近
、
吉
田
功
治
が
一
〇
点
の
引
付
断
簡

の
復
元
を
試
み
て
い
る（
５
）。

東
寺
の
引
付
は
、
袋
綴
装
の
冊
子
で
あ
り
綴
紐
が
切
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
丁
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
容
易
に
断
簡
化
す
る
。
復
元
手
法
と
し
て
採
用
さ
れ

た
の
が
、
以
下
の
諸
点
へ
の
注
視
で
あ
る
。

　
（
イ
）  

非
文
字
情
報
（「
も
の
情
報
」）：
料
紙
全
体
の
寸
法
・
形
態
（
折
目
）・
色
（
汚

れ
）・
虫
損
・
欠
損
・
シ
ミ
（
水
損
）、
そ
し
て
文
字
で
は
あ
る
が
物
理
的
識
別

範
疇
で
あ
る
筆
跡

　
（
ロ
）
文
字
情
報
：
記
載
内
容
（
人
名
・
件
名
な
ど
）

　

こ
の
う
ち
、
寸
法
・
形
態
・
筆
跡
は
史
料
初
発
の
情
報
で
あ
り
、
色
（
汚
れ
）・
虫
損
・

欠
損
・
シ
ミ
な
ど
は
経
年
変
化
に
よ
る
情
報
で
あ
る
。

　

経
年
変
化
の
情
報
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
史
料
の
形
態
や
保
管
状
態
に
左
右
さ
れ
る
。
袋

綴
で
あ
れ
ば
線
対
称
に
、
一
方
向
で
巻
き
畳
ま
れ
て
い
れ
ば
平
行
移
動
と
な
る
。
四
つ
折

り
の
場
合
は
、
折
箇
所
に
応
じ
て
線
対
称
・
平
行
移
動
が
併
存
す
る
。
そ
し
て
以
下
で
述

べ
る
よ
う
に
二
紙
か
ら
な
る
書
状
の
場
合
は
、
一
枚
の
料
紙
内
部
で
は
平
行
移
動
で
あ
る

が
、
二
紙
の
間
で
は
線
対
称
に
な
る
。
複
数
の
状
態
を
想
定
し
た
丁
寧
な
観
察
と
分
析
が

史
料
紹
介
と
研
究

遠 

藤 

基 

郎

あ
や
ま
っ
て
組
み
合
わ
さ
れ
た
書
状
の
復
元

　
│『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
』
編
纂
の
事
例
か
ら
│
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求
め
ら
れ
る
。

　

形
状
に
関
わ
る
の
は
折
目
だ
け
で
は
な
い
。
書
状
の
場
合
に
は
、
封
式
（
封
と
墨

引
）、
続
紙
な
ら
ば
紙
継
目
（
糊
代
・
継
目
を
貫
通
す
る
虫
欠
・
継
目
を
跨
が
る
墨
付
）

な
ど
へ
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
文
字
の
形
あ
る
い
は
書
き
癖
の
一
致
な
ど
が
注
目
さ
れ
る

が
、
大
き
さ
や
字
配
り
（
上
下
左
右
余
白
や
行
・
文
字
間
隔
）
と
い
っ
た
も
の
も
着
目
す

べ
き
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
配
慮
し
つ
つ
、
以
下
で
は
今
回
の
再
検
討
・
復
元
作
業
を
紹

介
す
る
。

　
　
（
１
）
あ1

－24

－388

、
い3

－12

－341

、
う1

－24

－508

の
現
状

　

こ
の
三
点
は
現
在
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

あ1

－24

－388　
（
鎌
倉
中
期
）
七
月
二
十
二
日
賀
茂
年
預
衆
書
状
（
二
紙
）（
図
１
・
２
）

　

い3

－12

－341　
（
鎌
倉
後
期
）
十
一
月
十
六
日
某
書
状
（
前
欠
）（
図
３
）

　

う1

－24

－508　
（
鎌
倉
後
期
）
月
日
未
詳
某
書
状
（
後
欠
）（
図
４
）

　

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
あ
の
第
一
紙
と
第
二
紙
が
別
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
見
過
ご

し
、
誤
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
い
・
う
と
い
う
二
つ
の
断
簡
が
発
生
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

図
１
・
２
で
示
し
た
よ
う
に
、
あ
の
第
一
紙
と
第
二
紙
は
、
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
に

共
通
性
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
表
で
示
し
た
よ
う
に
そ
の
寸
法
は
三
ミ
リ
程
度
の
差

に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
と
も
に
や
や
厚
め
の
楮
紙
で
触
感
だ
け
で
な
く
色
合
い
や
上
下
左

右
端
の
汚
れ
も
共
通
す
る
。
そ
し
て
文
章
で
あ
る
。
第
一
紙
の
末
尾
は
、「
以
此
次
伊
州

国
務
事
」、
第
二
紙
は
「
令
評
定
申
候
」
で
、
こ
れ
を
解
釈
す
る
と
「
こ
の
機
会
に
あ
わ

せ
伊
州
国
務
の
こ
と
に
つ
い
て
評
定
を
致
し
ま
し
た
」
と
な
り
、
こ
の
部
分
の
み
抜
き
出

せ
ば
意
味
は
通
じ
る
。

　

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
点
か
ら
こ
の
二
紙
は
一
体
の
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
内

容
分
析
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
限
り
は
、
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

し
か
し
一
旦
、
内
容
解
釈
に
及
ぶ
と
矛
盾
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
ぐ
に
判
明
す
る
の

は
、
第
一
紙
端
裏
書
の
「
西
室
殿
状
、
十
一
月
十
六
日
」
と
第
二
紙
の
日
付
・
差
出
の

「
七
月
廿
二
日　

賀
茂
年
預
衆
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
一
紙
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
用
途
一

万
疋
」「
伊
州
国
務
」「
関
務
」、
一
方
第
二
紙
は
「
当
郷
」「
此
御
米
」「
検
断
口
入
」
で

あ
り
重
な
ら
な
い
。

　

両
者
を
一
体
と
し
た
判
断
へ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
改
め
て
「
も
の
」
と
し
て
の
側
面
に

注
意
す
る
と
、
さ
ら
に
問
題
点
が
見
え
て
く
る
。

封
式
と
墨
引

　

最
初
に
、
書
状
切
封
と
墨
引
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。
切
封
の
墨
引
は
一
紙
の
み
な

ら
ば
端
裏
（
右
端
裏
）
に
つ
く
。
二
紙
の
場
合
は
、
切
封
紐
は
第
一
紙
の
右
端
裏
、
そ
し

て
墨
引
は
第
二
紙
の
表
側
左
端
、
す
な
わ
ち
多
く
は
宛
所
よ
り
さ
ら
に
左
側
に
残
さ
れ

る（
６
）。

こ
れ
は
、
二
紙
の
場
合
、
第
一
紙
と
第
二
紙
を
背
中
合
わ
せ
に
し
て
、
第
二
紙
を
外

側
に
し
、
第
一
紙
の
左
端
か
ら
畳
み
、
そ
し
て
、
巻
き
畳
み
の
内
側
か
ら
は
み
出
た
第
一

紙
の
封
紐
を
外
側
に
巻
き
付
け
、
巻
き
畳
み
の
外
側
と
な
る
第
二
紙
左
端
に
墨
引
す
る
か

ら
で
あ
る
。

　

あ
第
一
紙
右
端
に
切
封
紐
痕
が
あ
る
。
し
か
し
あ
る
べ
き
墨
引
が
第
二
紙
左
端
表
に
な

い
の
で
あ
る
。

汚
れ
・
虫
穴

　

前
述
の
切
封
と
墨
引
の
矛
盾
に
注
目
す
る
と
汚
れ
も
違
い
が
目
立
つ
。
第
一
紙
右
端
裏

は
汚
れ
て
い
る
が
、
第
二
紙
は
そ
れ
程
汚
れ
が
ひ
ど
く
な
い
。
一
般
的
に
は
、
書
状
は
巻

い
た
畳
ん
だ
状
態
で
保
管
さ
れ
る
か
ら
、
先
ほ
ど
説
明
し
た
よ
う
に
外
側
に
な
る
第
二
紙

左
側
端
が
も
っ
と
も
汚
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。

　

改
め
て
シ
ミ
汚
れ
に
注
目
す
る
と
、
上
部
の
そ
れ
が
第
一
紙
に
は
あ
る
が
、
第
二
紙
に

な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
さ
ら
に
虫
穴
に
注
目
す
る
と
、
背
中
合
わ
せ
で
保
管
さ
れ
た
場
合

の
線
対
称
と
な
る
虫
穴
が
な
い
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

筆
跡
（
字
配
り
）

　

筆
跡
の
同
定
に
つ
い
て
は
、
感
覚
的
な
部
分
に
左
右
さ
れ
る
が
、
前
述
の
疑
問
点
を
踏

ま
え
る
と
、
一
致
よ
り
も
相
違
点
が
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
紙
は
相
対
的
に
文
字
が

小
さ
く
、
料
紙
全
体
中
で
墨
跡
と
余
白
の
バ
ラ
ン
ス
が
整
っ
た
印
象
を
残
す
の
に
対
し

て
、
第
二
紙
は
文
字
が
大
き
く
全
体
に
詰
ま
っ
て
い
る
感
じ
を
与
え
る
、
感
覚
を
補
強
す
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る
も
の
と
し
て
数
値
化
を
試
み
る
（
表
、
10
頁
）。
注
目
点
は
、
①
上
下
余
白
、
②
一
定

範
囲
の
行
数
か
ら
導
か
れ
る
行
配
置
間
隔
、
③
一
行
あ
た
り
文
字
数
か
ら
導
か
れ
る
文
字

配
置
間
隔
で
あ
る
。

　

①
〜
③
の
横
方
向
の
範
囲
は
、
文
字
列
が
一
行
全
て
に
あ
る
も
の
と
し
た
。
追
而
書
・

日
付
差
出
・
宛
所
は
除
外
し
た
。
①
の
計
測
箇
所
は
左
右
端
と
中
央
に
限
定
し
た
。
本
来

な
ら
ば
、
全
て
の
行
で
行
う
べ
き
だ
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
示
す
た
め
簡
略
な
も
の
と

し
た
。
③
は
「
候
」
な
ど
極
め
て
崩
し
が
簡
略
化
さ
れ
る
も
の
は
、
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
、

あ
る
い
は
小
文
字
は
二
字
分
で
一
文
字
に
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

　

数
値
上
で
の
両
者
の
比
較
で
は
、
第
一
紙
は
上
下
の
余
白
の
差
が
少
な
く
、
行
間
に
余

裕
が
あ
り
、
一
行
文
字
数
は
多
い
。
第
二
紙
で
は
上
下
の
余
白
の
差
が
あ
り
（
上
が
広

い
）、
行
間
が
狭
く
、
一
行
文
字
数
は
少
な
い
。
第
一
紙
と
第
二
紙
の
受
け
る
印
象
の
違

い
が
数
値
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

　

以
上
に
よ
り
、
第
一
紙
と
第
二
紙
が
別
の
書
状
に
属
す
る
こ
と
は
決
定
的
で
あ
る
。
か

く
し
て
前
欠
と
後
欠
の
二
つ
の
書
状
断
簡
が
発
生
す
る
。

　
　
（
２
）
本
来
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
探
す

　

次
の
課
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
探
索
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

最
初
に
候
補
を
絞
り
込
み
、
次
に
絞
り
込
ん
だ
候
補
の
中
か
ら
さ
ら
に
選
別
す
る
。
候

補
絞
り
込
み
の
材
料
は
、
編
纂
用
に
手
回
り
で
作
成
し
た
欠
損
文
書
に
絞
り
込
ん
だ
極
め

て
単
純
な
目
録
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
が
公
開
し
た
「
東
大
寺
文
書
目
録
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
も
と
に
作
成
し

た（
７
）。

当
時
は
現
在
の
よ
う
なW

EB

版
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
検
索
結
果
が
テ
キ
ス
ト

形
式
で
排
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
保
存
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
書
状
」「
前
欠
」「
後
欠
」「
断
簡
」
の
組
み
合
わ
せ
、
そ
し
て
縦
の

寸
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
の
第
一
紙
は
後
欠
で
高
さ
が
、
三
二
・
九
セ
ン
チ
で
あ
る
か

ら
、
探
索
す
る
対
象
の
検
索
条
件
は
、「
書
状
」「
前
欠
」「
３
２
」
お
よ
び
「
３
３
」
と

な
る
。
単
な
る
テ
キ
ス
ト
形
式
で
あ
り
、
項
目
わ
け
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
実

は
前
処
理
で
、「
書
状
」「
前
欠
」
の
み
に
絞
り
込
ん
だ
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
て
い
る
。
ス

マ
ー
ト
で
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
す
で
に
こ
の
フ
ァ
イ
ル
に
復
元
情
報
な
ど
追

加
・
修
正
を
書
き
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
「
原
始
的
」
な
方
法
を
維
持
し

て
い
る
。

　

も
し
こ
う
し
た
加
工
済
み
手
回
り
フ
ァ
イ
ル
が
な
く
、
現
時
点
で
ス
タ
ー
ト
す
る
と
す

れ
ば
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
あ
る
い
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の

日
本
古
文
書
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（

８
）で

、
項
目
検
索
や
検
索
履
歴
で
の
絞
り

込
み
の
掛
け
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
工
夫
を
し
て
、
極
力
効
率
化
の
方
途
を
探
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

対
象
候
補
が
絞
り
込
ま
れ
た
ら
、
さ
ら
に
選
別
を
行
う
。
検
討
ポ
イ
ン
ト
は
、
最
初
に

行
っ
た
あ
の
第
一
紙
・
第
二
紙
の
検
討
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
記
述
が
煩
雑
に
な
る
の
で
、

今
回
復
元
で
き
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
正
解
」
事
例
の
説
明
で
諒
と
さ
れ
た
い
。

あ1

－24

－388

の
第
一
紙
と
い3

－12

－341

　

表
に
示
し
た
よ
う
に
縦
横
寸
法
は
一
致
す
る
。

　

図
３
に
あ
る
よ
う
に
、
い
の
左
端
に
は
切
封
墨
引
が
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
は
あ
の
第
一

紙
の
右
端
切
封
紐
痕
と
一
致
す
る
。
い
の
左
端
の
汚
れ
は
あ
の
第
一
紙
の
右
端
以
上
に
強

い
。
そ
し
て
両
者
に
は
線
対
称
で
一
致
す
る
虫
穴
が
あ
る
（
図
５
・
６
）。

う1

－24

－508

と
あ1

－24

－388

の
第
二
紙

　

表
に
示
し
た
よ
う
に
縦
横
寸
法
は
一
致
す
る
。
第
一
紙
に
あ
た
る
う
に
は
切
紐
痕
が
な

い
。
う
右
端
と
あ
の
第
二
紙
左
端
の
汚
れ
は
同
程
度
あ
り
、
あ
ま
り
ひ
ど
く
は
汚
れ
て
い

な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
、
封
紙
が
あ
っ
て
そ
れ
に
包
ま
れ
た
期
間
が
長
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
想
像
の
域
は
で
な
い
。
前
述
の
あ
の
第
一
紙
と
い
と
は
違
い
、

こ
ち
ら
は
そ
も
そ
も
虫
穴
が
少
な
く
、
そ
れ
は
手
が
か
り
に
は
な
ら
な
い
が
、
料
紙
上
部

に
相
似
性
を
示
す
湿
損
に
よ
る
シ
ミ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
二
枚
の
料
紙
が
背
中
合
わ

せ
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

筆
跡
（
字
配
り
）

　

以
上
の
点
に
加
え
、
あ
の
第
一
紙
と
第
二
紙
の
違
い
を
示
す
た
め
に
数
値
化
の
観
点
か

ら
見
た
場
合
の
筆
跡
（
字
配
り
）
の
近
似
性
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
接
続
妥
当
性
を
補
強
し

て
お
く
。
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図 1　あ 1-24-388 第 1 紙

図 3　い 3-12-341

図 5　あ 1-24-388 第 1 紙虫穴拡大（図 1破線囲み部分）

（
切
封
紐
痕
）

（
切
封
墨
引
）
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図 2　あ 1-24-388 第 2 紙

図 4　う 1-24-508

図 6　い 3-12-341 虫穴拡大（図 3破線囲み部分）
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表
に
示
し
た
よ
う
に
、
①
上
下
余
白
、
②
一
定
範
囲
の
行
数
か
ら
導
か
れ
る
行
配
置
間

隔
、
③
一
行
あ
た
り
文
字
数
は
、
あ
の
第
一
紙
と
い
で
①
上
二
・
七
と
二
・
七
七
、
下

一
・
二
七
と
〇
・
八
三
、
②
四
・
三
と
四
・
一
八
、
③
一
〇
・
四
字
と
一
〇
字
、
う
と
あ

の
第
二
紙
で
①
上
三
・
八
七
と
四
・
三
三
、
下
一
・
六
と
一
・
四
三
、
②
三
・
八
八
と

三
・
五
五
、
③
八
・
六
四
字
と
八
・
二
五
字
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
接
続
は
、
こ
の
数
値

化
の
検
討
か
ら
も
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

最
後
に
内
容
か
ら
矛
盾
の
な
い
点
を
確
認
す
る
。

あ
の
第
一
紙
と
い
の
内
容

　

あ
第
一
紙
端
裏
書
の
「
西
室
殿
状
、
十
一
月
十
六
日
」
と
、
い
の
日
付
「
十
一
月
十
六

日
」
は
一
致
す
る
。
残
念
な
が
ら
、
差
出
が
判
読
で
き
ず
、
そ
の
点
か
ら
西
室
殿
と
の
同

定
は
で
き
な
い
が
、
あ
第
一
紙
末
尾
と
い
の
先
頭
を
つ
な
げ
た
「
以
此
次
伊
州
国
務
事
、

可
被
申
沙
汰
之
由
被
申
奉
行
黄
門
候
之
処
」
と
い
う
文
章
は
、「
つ
い
で
に
伊
州
国
務
に

つ
い
て
、
上
申
い
た
だ
く
よ
う
に
奉
行
で
あ
る
中
納
言
に
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
」
と

な
り
自
然
な
流
れ
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
第
一
紙
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
伊
州
国
務
」
は
、

伊
賀
国
の
知
行
、
す
な
わ
ち
知
行
国
の
制
度
と
関
わ
る（

９
）。

同
制
度
は
朝
廷
の
そ
れ
で
あ
る

か
ら
、
い
の
「
黄
門
」
す
な
わ
ち
中
納
言
が
天
皇
・
上
皇
に
取
り
次
ぐ
こ
と
は
対
応
関
係

に
あ
る
。

う
と
あ
の
第
二
紙
の
内
容

　

う
末
尾
と
あ
第
二
紙
先
頭
を
つ
な
げ
た
「
難
及
検
断
沙
汰
候
之
由
、
令
評
定
申
候
」
と

い
う
文
章
は
、「
犯
人
を
処
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
旨
の
衆
議
と
な
っ
た
」
と
な
り

自
然
な
流
れ
と
な
る
。
う
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
当
郷
」「
御
年
貢
抑
留
」「
御
米
違
乱
」
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
の
第
二
紙
の
「
当
郷
」「
検
断
沙
汰
」「
御
米
分
」
に
対
応
す
る
。

ま
た
う
の
「
氏
人
」
は
、
あ
の
第
二
紙
の
「
賀
茂
年
預
衆
」
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
賀
茂
別

雷
社
の
氏
人
と
理
解
で
き
る
。

　

以
上
の
諸
点
か
ら
、
上
記
に
示
し
た
接
続
復
元
は
確
定
で
き
る
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ

る
。『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
』
第
二
四
冊
は
次
の
二
点
の
文
書
と
し
て
収
載
し
た

（
』
は
改
行
）。

第
二
一
九
九
号
「
東
大
寺
西
室
信
聡
カ
御
教
書
」（
た
だ
し
「
信
聡
カ
」
は
「
顕
宝
」
の

誤
り
）

　

○
以
下1

－24

－388

第
一
紙

（
端
裏
書
）

「
西
室
殿
状
、
十
一
月
十
六
日
」

　
　
　

此
用
途
者
、
被
付
封
候
之
間
、』
大
員
数
許
先
請
取
候
了
、

大
礼
御
訪
用
途
壱
万
疋
』
到
来
候
了
、
但
伊
州
吏
務
為
』
其
足
被
沙
汰
出
之
由
被
申
候
之

表　計測による比較

あ1－24－388第１紙 い3-12-341 あ1－24－388第２紙 う1－24－508
紙縦
紙横

32.9 32.9 32.6 32.6
52.7 52.7 52.4 52.2

①

上部余白１ 2.3 2.7 3.3 3.9
上部余白２ 2.6 2.9 4 4.2
上部余白３ 3.2 2.7 4.3 4.9
平均上部余白 2.70 2.77 3.87 4.33
下部余白１ 2.00 0.70 1.40 3.00
下部余白２ 0.80 0.80 1.40 0.90
下部余白３ 1.00 1.00 2.00 0.40
平均下部余白 1.27 0.83 1.60 1.43

②

１行縦長さ 48.73 49.10 46.93 46.43
行数 9 6 11 8
行数計測横長 38.70 25.10 42.70 28.40
平均１行幅 4.30 4.18 3.88 3.55

③

行数文字数１ 9 10 10 7
行数文字数２ 9 10 7 8
行数文字数３ 12 11 8 8
行数文字数４ 11 9 9 8
行数文字数５ 10 12 8 7
行数文字数６ 11 8 9 9
行数文字数７ 11 9 10
行数文字数８ 11 9 9
行数文字数９ 10 9
行数文字数10 8
行数文字数11 9
平均１行文字数 10.44 10.00 8.64 8.25
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条
、』
不
得
其
御
意
候
、
凡
就
彼
国
務
、』
可
有
沙
汰
候
者
、
別
事
候
哉
、
先
々
』
就
関
務

被
仰
如
此
御
用
之
条
、』
勿
論
事
候
之
間
、
自
寺
家
沙
汰
者
、』
依
可
延
引
候
、
先
於
京
都

被
沙
汰
』
進
候
了
、
以
此
次
伊
州
国
務
事
、

　

○
以
下3

－12

－341

可
被
申
沙
汰
之
由
被
申
奉
行
』
黄
門
候
之
処
、
可
経　

奏
聞
』
之
旨
返
答
候
之
間
、
其
子

細
被
申
』
候
了
、
以
之
、
則
被
治
定
候
之
条
、』
返
々
不
得
其
意
候
、
其
間
事
以
』
御
使

可
被
申
候
由
、
其
沙
汰
候
也
、』
恐
々
謹
言
、

　
　

十
（
正
慶
元
年〔
一
三
三
二
〕）

一
月
十
六
日　
（
差
出
）　　
　

年
預
五
師
御
房

　
　
　
（
奥
切
封
墨
引
）

第
二
二
〇
〇
号
「
賀
茂
別
雷
神
社
年
預
衆
書
状
」

　

○
以
下1

－24

－508

就
大
河
原
住
人
、
源
内
入
道
』
御
年
貢
抑
留
事
、』
被
仰
下
候
之
条
、
令
披
露
』
候
之

処
、
彼
人
雖
為
当
郷
』
氏
人
、
不
住
年
久
罷
成
』
候
之
条
、
無
其
隠
候
、
先
々
』
当
郷
内

に
て
、
自
伊
賀
国
運
』
送
之
御
米
違
乱
之
時
者
、』
無
相
違
致
其
沙
汰
候
畢
、』
於
今
度
他

所
候
之
間
、』
難
及
検
断
沙
汰
候
之
由
、

　

○
以
下1

－24

－388

第
二
紙

令
評
定
申
候
、
於
向
』
後
当
郷
内
、
か
様
子
細
』
出
来
時
者
、
急
々
可
致
』
其
沙
汰
候
、

不〔
限
脱
カ
〕此御

米
分
』
他
所
事
者
、
難
及
』
検
断
口
入
候
之
間
、
乍
恐
』
か
様
令
申
候
哉
、
以
此

旨
可
』
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

七（
永
仁
四
年〔
一
二
九
六
〕カ
）

月
廿
二
日　
　

賀
茂
年
預
衆

進
上
東
大
寺
御
報

　
　
（
３
）
接
続
復
元
の
意
義

　

以
上
の
復
元
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
論
の
目
的
は
ほ
ぼ
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

復
元
か
ら
得
た
新
た
な
知
見
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
な
お
『
大
日
本
古
文
書
』
本
文
で
の

重
大
な
誤
り
に
つ
い
て
も
気
づ
い
た
点
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
こ
こ
で
修
正
を
示
す
こ
と
を

赦
さ
れ
た
い
。

第
二
一
九
九
号

　

西
室
は
、
東
大
寺
内
で
、
東
南
院
・
尊
勝
院
に
匹
敵
す
る
有
力
院
家
で
あ
る）

10
（

。
天
皇
家

御
願
寺
法
勝
寺
の
執
行
を
輩
出
す
る
な
ど
京
都
朝
廷
と
の
関
係
も
深
い
。
こ
の
文
書
の
大

ま
か
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

光
厳
天
皇
の
大
嘗
会
用
途
が
年
預
五
師
よ
り
到
来
し
た
。
年
預
五
師
＝
東
大
寺
衆
徒
側

で
は
伊
賀
国
衙
か
ら
の
支
払
い
と
し
て
い
る
が
、
東
大
寺
に
知
行
国
伊
賀
を
与
え
る
こ
と

は
決
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
後
伏
見
上
皇
に
奏
聞
す
る
、
と
西
室
か
ら
衆
徒

に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
衆
徒
側
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
定
し
た
と
勝
手
に
判
断
し
た
の

で
、
西
室
が
そ
れ
を
正
し
た
、
と
な
る
。
な
お
「
関
務
」
は
東
大
寺
が
知
行
し
て
い
た
兵

庫
関
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
朝
廷
側
と
し
て
は
兵
庫
関
の
収
益
の
一
部
で
大
嘗
会
用
途
に
収

め
さ
せ
る
方
針
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
『
三
重
県
史
』
資
料
編
古
代
・
中
世
（
荘
園
編
）
上
・
下
は
、
伊
賀
に
関
係
す
る
東
大
寺

文
書
・
記
録
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
優
れ
た
史
料
集
で
あ
っ
て
、
本
書
に
お
い
て
、
あ1

－

24
－388

は
現
状
の
ま
ま
で
、「
東
大
寺
領
そ
の
他
一
二
三
号
文
書
」（
正
慶
元
年
カ
）
七
月

二
十
二
日
賀
茂
年
預
衆
書
状
と
し
て
収
め
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
伊
賀
国
衙
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
、
正
慶
元
年
十
一
月
八
日
東
大
寺
衆
徒
評
定
事
書
土
代
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所

蔵
燈
心
文
庫
、
同
一
二
四
号
）、
そ
し
て
（
正
慶
元
年
）
十
一
月
十
九
日
西
室
書
状
土
代

（
東
大
寺
未
成
巻
文
書1

－24

－456

、
同
一
二
五
号
）
も
ま
と
め
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
三
重
県
史
』
が
一
二
五
号
の
文
書
名
を
「
西
室
書
状
土
代
」
と
し
た
の
は
、
端
裏
書

「
西
室
殿
用
途
事
、
御
返
事　

御
状
案
文
」
を
西
室
が
差
し
出
し
た
文
書
の
下
書
と
解
釈

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
、
あ
を
分
割
・
復
元
し
た
結
果
、（
正
慶
元
年
）
十
一

月
十
六
日
東
大
寺
西
室
院
主
御
教
書
と
な
り
、
十
一
月
八
日
の
東
大
寺
衆
徒
の
文
書
、
復

元
し
た
十
一
月
十
六
日
西
室
の
文
書
、
そ
し
て
十
一
月
十
九
日
の
文
書
（
一
二
五
号
）、

と
な
る
か
ら
、
最
後
の
文
書
は
、
西
室
が
書
い
た
文
書
で
は
な
く
、「
西
室
殿
へ
の
衆
徒

か
ら
の
返
事
の
案
文
」
と
解
釈
し
直
せ
る
。
よ
っ
て
文
書
名
は
「
東
大
寺
衆
徒
等
申
状
土

代
」（『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
』
第
二
四
冊
、
二
二
六
八
号
）
と
改
め
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
三
点
は
、
惣
寺
か
ら
西
室
へ
、
西
室
か
ら
惣
寺
へ
、
再
度
惣
寺
か
ら
西
室
へ

と
い
う
一
連
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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な
お
『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
西
室
を
「
信
聡
カ
」
と
し
た
が
、
稲
葉
伸
道
の
検
討
に

よ
れ
ば
、
西
室
顕
宝
が
正
し
い）
11
（

。
こ
こ
に
修
正
す
る
。
ま
た
本
文
中
の
「
黄
門
」
は
、
お

そ
ら
く
大
嘗
会
検
校
で
あ
っ
た
中
納
言
三
条
公
明
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
二
〇
〇
号

　

大
川
原
は
、
京
都
府
の
東
南
端
、
現
在
の
南
山
城
村
に
あ
っ
て
、
木
津
川
が
伊
賀
か
ら

山
城
に
流
れ
込
む
地
区
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
伊
賀
に
は
東
大
寺
の
杣
・
荘
園
が
多
数

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
年
貢
は
木
津
川
水
運
に
よ
っ
て
東
大
寺
に
運
送
さ
れ
た
。
鎌
倉
後

期
そ
の
物
資
を
押
領
す
る
悪
党
が
発
生
し
、
東
大
寺
が
こ
れ
に
苦
慮
し
た
こ
と
は
、
渡
邉

浩
史
な
ど
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る）

12
（

。
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
文
書
は
、
鎌
倉
後
期
の
南

山
城
地
域
の
悪
党
状
況
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
大
寺
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
賀
茂
別

雷
社
の
年
預
衆
は
神
社
内
で
合
議
し
た
結
果
を
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。

　

伊
賀
か
ら
の
東
大
寺
領
年
貢
を
奪
取
し
た
大
川
原
住
人
源
内
入
道
は
、「
当
郷
」
氏
人
で

あ
る
が
、
長
年
に
わ
た
り
「
当
郷
」
に
は
住
ま
わ
っ
て
い
な
い
。
も
し
「
当
郷
」
内
で
東

大
寺
に
限
ら
ず
他
領
主
の
年
貢
米
が
奪
わ
れ
た
な
ら
ば
、
領
主
の
責
任
で
賀
茂
別
雷
社
が

そ
の
住
人
を
処
罰
す
る
が
、
源
内
入
道
は
「
他
所
」
住
人
な
の
で
対
応
し
か
ね
る
、
と
。

　
『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
、
こ
の
「
当
郷
」
に
「
大
川
原
郷
」
の
注
記
を
つ
け
た
が
、

こ
れ
は
失
考
で
あ
り
誤
り
で
あ
っ
た
。
大
川
原
は
本
文
書
中
の
「
他
所
」
に
当
た
る
か
ら

で
あ
る
。「
当
郷
」
は
、
賀
茂
郷
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　

賀
茂
郷
は
、
現
木
津
川
市
加
茂
町
地
域
、
木
津
川
南
岸
平
野
部
に
比
定
さ
れ
て
い
る）
13
（

。

岡
田
鴨
神
社
が
あ
る
。
興
福
寺
・
東
大
寺
・
藤
原
実
能
家
、
そ
し
て
賀
茂
別
雷
社
領
の
賀

茂
庄
が
混
在
し
た
。
問
題
の
大
川
原
は
賀
茂
郷
か
ら
木
津
川
を
遡
る
こ
と
約
一
二
キ
ロ
で

あ
る
か
ら
、「
他
所
」
と
す
る
の
に
適
合
す
る
。

　

実
は
賀
茂
別
雷
神
社
側
に
は
同
庄
に
関
す
る
史
料
が
全
く
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味

で
賀
茂
社
側
の
発
給
文
書
と
し
て
こ
の
文
書
は
貴
重
で
あ
る）

14
（

。

　

鎌
倉
時
代
の
賀
茂
別
雷
社
の
組
織
論
に
は
不
案
内
で
あ
る
が
、
須
磨
千
頴
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
同
社
の
「
年
預
衆
」
な
る
存
在
を
示
す
史
料
は
他
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る）
15
（

。
賀
茂

別
雷
社
の
中
世
史
料
は
、
室
町
中
期
よ
り
前
の
も
の
は
限
定
的
で
あ
っ
て
、
室
町
中
期
以

後
の
社
内
組
織
が
か
な
り
詳
細
に
判
明
す
る
の
に
く
ら
べ
、
そ
れ
以
前
は
、
そ
の
組
織
を

窺
わ
せ
る
も
の
が
限
ら
れ
る
。

　

須
磨
は
そ
の
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
、
鎌
倉
後
期
に
氏
人
が
「
惣
」
と
い
う
運
営
集
団
を

形
成
し
、
荘
園
年
貢
を
配
分
し
、
あ
る
い
は
荘
園
担
当
氏
人
の
処
分
を
合
議
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
今
回
の
復
元
に
よ
り
、
そ
う
し
た
合
議
は
「
評
定
」
と
も
称
さ
れ
た
こ

と
、
そ
の
取
り
ま
と
め
集
団
と
し
て
「
年
預
衆
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
極
め
て
断
片
的

な
が
ら
付
け
加
え
ら
れ
る
。
室
町
後
期
に
は
「
評
定
衆
」
が
存
在
し
、
江
戸
期
に
は
定
期

的
な
集
会
が
月
三
回
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
そ
の
原
初
的
形
態
な
の
で
あ
ろ

う
。
今
回
の
復
元
文
書
で
は
、
東
大
寺
側
と
直
接
や
り
取
り
し
て
い
る
点
が
重
要
で
、
時
と

し
て
、
神
社
外
に
対
し
て
神
社
側
を
代
表
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
　

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
』
第
二
四
冊
で
新
た
に
復
元
し
た
鎌
倉
後
期
の

書
状
二
点
の
紹
介
と
修
正
を
行
っ
た
。
最
後
に
古
文
書
復
元
作
業
の
た
め
の
「
画
像
史
料

解
析
」
の
方
法
論
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
記
し
た
い
と
思
う
。

　

前
提
条
件
と
し
て
、
攪
乱
・
分
離
に
よ
っ
て
複
数
枚
か
ら
な
る
史
料
が
断
簡
化
し
た
も

の
が
、
複
数
セ
ッ
ト
あ
る
同
一
の
史
料
群
が
対
象
と
な
る
。
復
元
の
最
終
的
な
確
認
は
一

点
ご
と
の
目
視
に
よ
る
筆
跡
確
認
や
料
紙
と
そ
の
周
辺
の
情
報
の
検
討
に
よ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
複
数
セ
ッ
ト
あ
り
本
来
接
続
し
な
い
断
簡
が
む
し
ろ
多
数
派
で
あ
る
場
合
、

接
続
可
能
性
の
高
い
断
簡
候
補
を
い
か
に
効
率
よ
く
絞
り
込
む
か
が
重
要
で
あ
る
。
た
だ

し
問
題
は
絞
り
込
み
作
業
自
体
、
つ
ま
り
既
存
デ
ー
タ
へ
の
〈
問
い
〉
の
投
げ
か
け
方
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
〈
変
数
〉
情
報
の
見
極
め
・
設
定
と
、
そ
の
採
取
方
法
の

効
率
化
こ
そ
が
特
に
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　

今
回
試
み
た
よ
う
な
、
指
定
範
囲
で
の
上
下
そ
れ
ぞ
れ
の
余
白
、
行
間
隔
、
一
行
あ
た

り
文
字
数
な
ど
を
、
画
像
ス
キ
ャ
ン
に
よ
っ
て
自
動
的
に
採
取
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
中
で
一
番
困
難
と
思
わ
れ
る
の
は
、
一
行
あ
た
り
文
字
数
で
、
文
字
の
大
小
を
案
配
し

て
平
準
化
し
た
区
切
り
処
理
が
で
き
る
よ
う
な
方
法
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
虫
穴
も
大
切
な
判
断
材
料
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
透
過
光
あ
る
い
は
特
定
の
色

の
つ
い
た
台
紙
上
に
文
書
を
お
い
て
の
撮
影
に
よ
っ
て
、
虫
穴
部
分
の
自
動
認
識
に
適
し
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た
画
像
を
作
成
し
、
同
画
像
で
復
元
に
有
用
と
判
断
さ
れ
る
一
連
の
虫
欠
を
指
定
し
て
、

料
紙
中
の
上
下
で
の
位
置
や
連
続
す
る
虫
穴
間
の
間
隔
を
自
動
計
測
し
、
そ
の
情
報
を
蓄

積
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
復
元
を
意
図
す
る
作
業
者
に
と
っ
て
有
用
な
〈
変
数
〉
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
コ
ス
ト
と
、
そ
れ
に
よ
る
成
果
が
見
合
っ
た
も
の
に

な
る
か
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
そ
う
な
も
の

は
、
東
大
寺
文
書
の
よ
う
な
極
め
て
特
殊
な
条
件
の
も
の
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
編
纂
担
当
の
経
験
や
勘
に
よ
る
方
が
手
取
り
早
い
か
も
し
れ
な

い
。
か
く
し
て
「
職
人
仕
事
の
継
続
」
と
い
う
選
択
肢
が
最
適
解
と
な
る
。

注（
１
）
横
内
裕
人
「
東
大
寺
図
書
館
と
収
蔵
史
料
」（『
古
文
書
研
究
』
五
九
、
二
〇
〇
四
年
）。
遠
藤

基
郎
「
中
世
東
大
寺
文
書
を
俯
瞰
す
る
」（『
三
田
中
世
史
研
究
』
一
八
、
二
〇
一
一
年
）

（
２
）
森
哲
也
「
近
世
・
近
代
に
お
け
る
東
大
寺
文
書
」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
九
、
二
〇
〇
三
年
）

（
３
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
東
大
寺
文
書
目
録
』（
同
朋
舎
、
一
九
七
九
〜
八
四
年
）

（
４
）
久
野
修
義
「
鎌
倉
末
〜
南
北
朝
期
に
お
け
る
東
大
寺
別
当
と
惣
寺
」（『
日
本
中
世
の
寺
院
と

社
会
』
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
）

（
５
）
吉
田
功
治
「
中
世
東
寺
文
書
に
お
け
る
「
評
定
引
付
」
と
そ
の
断
簡
等
の
復
元
」（『
古
文
書

学
研
究
』
九
〇
、
二
〇
二
〇
年
）

（
６
）
田
中
稔
「
礼
紙
に
つ
い
て
」（『
中
世
史
料
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）、
百
瀬
今

朝
雄
「
重
紙
と
裏
紙
」「
裏
紙
再
論
」（『
弘
安
書
札
礼
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

〇
年
）。
な
お
二
紙
か
ら
な
る
書
状
に
つ
い
て
、
書
札
礼
で
は
第
一
紙
を
「
本
紙
」、
第
二
紙
を

「
裏
紙
」
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
「
第
一
紙
」「
第
二
紙
」
で
表
現
し
て
お
く
。

（
７
）https://w

w
w
.rekihaku.ac.jp/doc/t-db-index.htm

l　

ま
た
照
井
武
彦
「
東
大
寺
文
書
デ

ー
タ
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
七
、
一
九
九
三
年
）、「
東
大
寺
文

書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
学
術
リ
ソ
ー
ス 

レ
ビ
ュ
ー 

学
術
サ
イ
ト
）」（『
漢
字
文
献
情
報
処
理

研
究
』
九
、
二
〇
〇
八
年
）
も
参
照
。
筆
者
遠
藤
が
東
大
寺
文
書
編
纂
に
従
事
し
始
め
た
の
が

一
九
九
三
年
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
手
回
り
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
た
こ
と
と
関
係
す
る
。

（
８
）https://w

w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/　

ま
た
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
「
使
用
上
の
注
意
」」（『
日
本
歴
史
』
八
四
九
、
二
〇
一
九
年
）
も
参
照
。

（
９
）
遠
藤
基
郎
「
鎌
倉
後
期
の
知
行
国
制
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
二
、
一
九
九
一
年
）

（
10
）
遠
藤
基
郎
「
鎌
倉
中
期
の
東
大
寺
」（『
論
集
鎌
倉
期
の
東
大
寺
復
興
―
重
源
上
人
と
そ
の
周

辺
』
Ｇ
Ｂ
Ｓ
実
行
委
員
会
編
、
法
藏
館
二
〇
〇
七
年
）

（
11
）
稲
葉
伸
道
「
建
武
政
権
の
寺
社
政
策
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
世
の
王
朝
・
幕
府
と
寺
社
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）

（
12
）
渡
邉
浩
史
「
流
通
路
支
配
と
悪
党
―
山
城
国
賀
茂
荘
の
悪
党
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
六
、

一
九
九
一
年
）

（
13
）『
平
凡
社
歴
史
地
理
大
系
』（
京
都
府
）
賀
茂
郷
・
賀
茂
庄
項
、『
角
川
地
名
大
辞
典
』（
京
都
府
）

加
茂
項
。

（
14
）
な
お
賀
茂
別
雷
社
の
総
合
的
研
究
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
賀

茂
別
雷
神
社
お
よ
び
京
都
地
域
の
政
治
的
・
構
造
的
分
析
研
究
』（
科
研
費
研
究
成
果
報
告
書
、

代
表
野
田
泰
三
、
二
〇
一
三
年
）、『
賀
茂
別
雷
神
社
の
所
領
と
氏
人
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

研
究
成
果
報
告2020

－3

、
東
大
史
料
編
纂
所
共
共
拠
点
特
定
共
同
研
究
、
代
表
金
子
拓
、
二
〇

二
一
年
）
な
ど
。

（
15
）
須
磨
千
頴
「
中
世
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
神
社
氏
人
の
惣
に
つ
い
て
⑴
」（『
南
山
経
済
研
究
』

六
―
二
、
一
九
九
一
年
）、
同
⑶
（
同
七
―
二
、
一
九
九
三
年
）

（
16
）
山
本
宗
尚
「
近
世
賀
茂
別
雷
神
社
の
神
職
と
氏
人
諸
役
人
に
関
す
る
一
考
察
」（
注
14
金
子
代

表
報
告
所
収
）


